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2．特例（国庫金口座への振替納付）の記述を一部削除 

2．特例（国庫金口座への振替納付） 

貨物を輸入する者は、輸入（納税）申告をし又は特例申告をした関税について、金融機

関に開設してある自己の預金口座から、国の国庫金口座に振替納付することができる。 

なお、この金融機関に開設してある自己の預金口座から国の国庫金口座へ振替納付する 

方法には、次の二つの方法がある。 

 

表を削除 

 

 

削除 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

省略 

 
（２）電子情報処理組織（NACCS）を使用した関税等納付専用口座からの振替納付 

を全削除 

 
 
 
 
 

省略 

 

2．特例（国庫金口座への振替納付） 

貨物を輸入する者は、輸入（納税）申告をし又は特例申告をした関税について、金融機

関に開設してある自己の預金口座から、国の国庫金口座に振替納付することができる。 

なお、この金融機関に開設してある自己の預金口座から国の国庫金口座へ振替納付する 

方法には、次の二つの方法がある。 

国の国庫金口座への振替納付の方法 

① マルチペイメントネットワーク（MPN）を利用した電子納付の方法 

② 電子情報処理組織（NACCS）を使用した関税等納付専用口座からの振替納付の方法 

（１）マルチペイメントネットワーク（MPN）を利用した電子納付の方法 

マルチペイメントネットワーク（MPN）を利用した電子納付の方法には、次の二つの方

法がある。 

 

 

 

 

 

 

 

省略 

 

（２）電子情報処理組織（NACCS）を使用した関税等納付専用口座からの振替納付 

輸入者は、電子情報処理組織（NACCS）を使用して輸入（納税）申告をし、又は特例申

告をした関税等について、電子情報処理組織を使用して、輸入者又は輸入者から代理通関

を委任された通関業者が開設した関税等納付のための専用預金口座のある金融機関から振

替納付を行う方法を選択した場合には、当該関税等納付のための専用預金口座から国庫金

口座に振替納付することができる《NACCS法第4条第1 項、NACCS令第4条》。 

 

省略 

 

  

Check! MPN を利用した電子納付の特色 

電子情報処理組織（NACCS）を使用した関税等納付のための専用預金口座からの振替納付の方法と異な

り、関税等納付に利用できる金融機関は、関税等納付専用預金口座のある銀行に限らず、国税の収納を行う

代理店であれば、郵便局を含め信用金庫であってもよく、また、関税等納付のための専用口座を必要としな

いので、預貯金の積増しなどを自由に行うことができる。 

Check! MPN を利用した電子納付の特色 

関税等納付に利用できる金融機関は、国税の収納を行う代理店であれば、郵便局を含め信用金庫であって

もよく、また、関税等納付のための専用口座を必要としないので、預貯金の積増しなどを自由に行うことが

できる。 
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Check! MPN 納付期日までに口座振替納付した場合と延滞税との関係の記述を削除 

 
Check!を削除 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ［6］関税等納付の専用預金口座からの振替納付の記述を一部削除 

569 ［6］預金口座からの関税等の振替納付 

 輸入者（輸入者から代理通関を委任された通関業者を含む。以下同じ。）は、電子情報

処理組織を使用して輸入貨物に係る関税等の納付に関する申告を行った場合には、預金口

座のある金融機関から、当該納付申告（納税申告）に係る関税等を国庫金口座に振替納付

することができる。 

［6］関税等納付の専用預金口座からの振替納付 

 税関長は、輸入者（輸入者から代理通関を委任された通関業者を含む。以下同じ。）に

電子情報処理組織を使用して輸入貨物に係る関税等の納付に関する申告を行わせた場合に

おいて、関税等納付のための専用の預金口座のある金融機関（輸出入・港湾関連情報処理

センター株式会社の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された電子計算機が設置

されている金融機関に限る。）から、当該納付申告（納税申告）に係る関税等を国庫金口

座に振替納付させることができる《NACCS法第4条》。 

 
  

Check! MPN 納付期日までに口座振替納付した場合と延滞税との関係  

延滞税は、納税義務者が関税を法定納期限までに完納しなかった場合において、その未納（不足）関税額

について法定納期限の翌日から当該未納関税額を納付する日までの日数に応じて課される《関法第 12 条第

1 項》。したがって、電子情報処理組織を使用して納税申告をした輸入者（通関業者を含む。）が、関税等納

付専用の預金口座のある金融機関から、納付期日までに全額を振替納付した場合には、納付書の送付の日に

完納されたことになるので、延滞税は課されない《NACCS 法第4 条第3 項》。 

しかし、関税等納付専用の預金口座のある金融機関から納付期日までに納付された関税額が、税関長から

送付された納付書に記載された額よりも過少に納付された場合には、納付書の送付の日に関税が完納されな

かったことになるので、その未納の関税額については、納付書の送付の日の翌日から当該未納関税額を納付

する日までの日数に応じて延滞税が課される《NACCS 法第4 条第3 項》。 
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570 【電子情報処理組織を使用して納税申告をした関税等の納付方法】の記述を一部削除 

【電子情報処理組織を使用して納税申告をした関税等の納付方法】 

電子情報処理組織を使用して納税申告をした輸入者は、当該納税申告に係る関税の納付を

する場合において、次の三つの納付方法のいずれかを選択する《関法第9条の4》。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

【電子情報処理組織を使用して納税申告をした関税等の納付方法】 

電子情報処理組織を使用して納税申告をした輸入者は、当該納税申告に係る関税の納付を

する場合において、次の四つの納付方法のいずれかを選択する《関法第9条の4》。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

削除 削除 
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頁 新 旧 
570 
571  

１．関税納付等専用預金口座から振替納付するための納付書の送付、２．みなし納付、３．振替納付の関税に係る延滞税の特例、 
Check ! 納付期日までに口座振替納付した場合と延滞税との関係 の内容を全削除 

 
 
 
 
 
 
 

右記全削除 

１．関税納付等専用預金口座から振替納付するための納付書の送付 

 

省略 

 

２．みなし納付 

 

省略 

 

３．振替納付の関税に係る延滞税の特例、 

 

省略 

 

 

 

 

 

 
  

Check! 納付期日までに口座振替納付した場合と延滞税との関係  

 

省略 
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頁 新 旧 
598  第６章 外国為替及び外国貿易法 （４）制裁 の記述を一部追加 

（４）制裁 
外為法においては、これらの輸出及び輸入の規制を担保するため、経済産業大臣は、

輸出の許可を受けないで貨物の輸出をした者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行

い、又は特定技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とす

る取引や当該取引に関する特定記録媒体等の輸出若しくは外国において受信されること

を目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信を行うことを禁止す

ることができるほか、貨物の輸出又は輸入に関し、外為法、外為法に基づく命令又は処

分に違反した者に対し、1年以内（輸出承認又は輸入承認を要するとの閣議決定対応措置

に違反した者（現在は、北朝鮮のみ）に対しては3年以内）の期間を限り、輸出又は輸入

を行うことを禁止することができる《外為法第53条第1項、第2項》。 

この輸出入の禁止の行政制裁を命じられた法人の個人である違反行為者（役員等）に

対して、制裁の対象となった業務と同じ業務を営む別会社の当該業務を担当する役員等

への就任の禁止及び同じ業務を個人業として新たに開始することを禁止することができ

る≪外為法第53条第3項、第4項≫。 

（４）制裁 

外為法においては、これらの輸出及び輸入の規制を担保するため、経済産業大臣は、

輸出の許可を受けないで貨物の輸出をした者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行

い、又は特定技術を外国において提供し、若しくは非居住者に提供することを目的とす

る取引や当該取引に関する特定記録媒体等の輸出若しくは外国において受信されること

を目的として行う電気通信による特定技術を内容とする情報の送信を行うことを禁止す

ることができるほか、貨物の輸出又は輸入に関し、外為法、外為法に基づく命令又は処

分に違反した者に対し、1年以内の期間を限り、輸出又は輸入を行うことを禁止すること

ができる《外為法第53条》。 

 


